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2026年基本要求最終交渉報告
労務担当局長「障害のある職員の異動時の合理的配慮については今後検討する」
会計年度任用職員の更新上限撤廃、異動内示の更なる早期化は引続き春闘課題で議論します！
自治労県職労は１月27日、2026年基本要求の最終交渉を行いました。
冒頭の鈴木委員長のあいさつに引き続き、基本要求の重点課題と支部代交渉で現場から出された意見について、労務担当局長から以下のとおり回答がありました。
労務担当局長の回答と自治労県職労の意見
〇来年度の定数調整状況について
労務局長：深刻な人手不足で人材確保が困難になる中、事業の着実な推進のため、デジタルの力も積極的に活用する。来年度の定数の増要素は、国際園芸博覧会対応や神奈川県立福祉機構への派遣など、減要素としては中井やまゆり園の廃止やリニア新幹線推進事務所の廃止などである。
自治労：現在、全庁で500名ほどの欠員が発生しており、年々欠員が増大している。こうした状況で、これからも持続可能な執行体制を構築していくには、その原因と人員確保策について、定期的に組合と協議する必要がある。

〇働き方改革取組方針について
労務局長：昨年10月17日の推進本部会議で「職位所属に偏在する長時間労働の是正の注力する」「労働時間管理に人材育成の視点を取り入れる」ことについて議論された。このうち、人材育成の視点についてだが、勤務時間を適切に管理し、長時間労働を是正することが前提であることは、これまでと変わらない。
自治労：働き方の多様化が進む中、働き方改革の取組みは全職員的な議論を踏まえた上で、丁寧に進めていく必要がある。

〇時間外実績による職員配置について
労務局長：働き方改革に取り組んでも、なお時間外が多い所属は、業務優先度や業務量に応じ配置を行っている。突発的業務には柔軟に対応するため、各局の裁量で会計年度任用職員の枠配分を措置している。
〇人事異動の内示の早期化について
労務局長：県労連交渉で、主査級以下は異動日の7営業日前、副主幹級以上は6営業日前に時期を前倒ししたところ。さらなる早期化については、作業環境の改善と併せ、今後も検討を進めていく。
〇障害のある職員の異動内示の早期化について
労務局長：人事異動に係る作業は、障害の有無を問わず一体として行っており、障害のある職員だけ内示を早めることは困難だ。障害のある職員の異動先の選定にあたっては、勤務地や通勤方法など配慮すべき点を考慮し決定している。当該職員が異動となった場合、受け入れる局に事前に合理的配慮の対応をお願いしている。
自治労：内示日の前倒しを伴わないで行われる「合理的配慮」とは具体的にどのようなものなのか。

労務局長：該当職員については、面談等を通じて情報を入手し異動が可能かどうか判断しており、一連の異動作業の過程で合理的配慮を行っているという認識だ。

自治労：当事者本人としては、実際に経路を確認してみないと通勤が可能かわからないのが実情だ。そうした不安を払拭する制度を構築してほしい。
労務局長：内示は一斉に行うという基本は変えられないが、当事者の不安が払拭できる方策がないか、今後検討する。
〇仕事と家庭の両立支援について
労務局長：安心して育児や介護ができる環境整備は大変重要。昨年4月と10月に育児・介護休業法が改正され、制度の周知や意向確認が義務付けられた。また、
育児部分休業の柔軟な取得が可能となった。管理監督者への理解促進や、男性の育児休業取得促進にも取り組んでいる。また、短期間の育児休業取得による欠員に対応するため、令和6年度から各局に4条任期付き職員を配置している。
自治労：子の看護等休暇や短期介護休暇については、当事者からもう少し日数を拡大してほしいという多くの切実な声が上がっている。県労連の課題であることは承知しているが、人材確保にもつながることから、前向きに検討してほしい。

〇４条任期付き職員の通勤手当の支給方法について
労務局長：月途中での勤務先変更により、通勤手当の不利益が生じないよう、兼務期間は原則月の初日から末日とするよう、所属に対し昨年9月に周知したところだ。
自治労：周知による効果があったとすれば、その点は評価するが、月途中の異動で通勤手当が日割り計算となり、結果として本人の持ち出しが生ずる可能性がある現行制度の問題は、依然として解消していない。引き続き改善を求める。
〇メンタルヘルス対策について
労務局長：ストレスチェックについて、労働安全衛生法に基づき全所属で実施しているところ。また、メンタルヘルス相談については、これまでの取組みのほか、昨年6月から、同僚などからの相談に特化したラインケアサポート窓口を設置した。

〇ハラスメント対策について
労務局長：ハラスメント防止対策ポータルを設置し、職員アンケート等も実施している。全職員向けオンライン研修も実施するとともに、複数の相談窓口も設けている。 

〇カスハラ対策について
労務局長：昨年3月にカスハラ対策基本方針を策定し、県職員向け対策を本格的に開始した。さらに今年度から全職員対象の研修を開始するなど充実を図ったところだ。

〇猛暑下で作業する職員の作業着について
労務局長：昨年6月から現業職員以外の職員も含め、所属での購入を可能としたところ。この改正は全庁掲示板の掲示と対象所属に個別に周知している。
自治労：猛暑下における作業着の改善の訴えは今でも現場から寄せられる。所属で購入可したということであれば、十分な予算の確保と周知をより一層徹底してほしい。

〇災害時の人員体制と勤務条件について
労務局長：県では業務継続計画により、非常時優先業務を定めるとともに、配備編成計画により参集場所を定めている。災害規模や種類で対応が異なるため、あらゆる勤務条件を事前に決めることは困難だが、緊急参集などはきめ細かな留意事項が示されている。
〇本庁舎の冷暖房について
労務局長：本庁庁舎では運転期間や時間帯について柔軟な対応を行い、執務環境の改善を図っている。今後も業務上の必要性による所属からの依頼や、拡大時差出勤を利用する職員も考慮し、柔軟に対応する。
〇出先機関（合同庁舎など）の冷暖房について
労務局長：標準運転期間や時間外で、外気温などにより弾力的に運用している。光熱費は必要に応じ財政課との調整をお願いしている 

〇会計年度任用職員の更新上限撤廃について
労務局長：所属への調査では、更新上限があることによって県民サービスに具体的な支障が生じている所属はない、という結果だった。今期での撤廃は考えていないが、毎年度のヒアリング等で、県民サービスに具体的な支障が生じている職種が認められた場合は、見直しを検討する。
自治労：他の自治体の多くが、職種を問わず更新上限を撤廃している。そうした中、検討の前提が「県民サービスの支障の有無」に限定されるのは納得がいかない。人員確保が困難な状況で欠員が増大する中、もう少し柔軟な対応がされていいのではないか。

自治労：会計年度任用職員の方がいないと業務が回らない、という所属が現実に多くある。また、雇用の安定というのは当事者にとって極めて切実な問題だ。ぜひとも撤廃してほしい。
〇障害のある職員の自家用車での県外出張について
労務局長：自家用自動車を利用した県外出張については、その合理性や、事故が起きた時の対応等を踏まえて判断すべきである。
〇障害の理解の促進について
労務局長：県では障害のある職員へのサポートや、障害への理解を深める取り組みを行っている。引き続き、障害特性や能力を発揮できる取組を推進していく。職員の障害への理解を深める研修については、令和5年度から指定研修科目を設置するなど取り組んでおり、今後も充実を図っていく。

自治労県職労・鈴木委員長まとめ
　障害のある職員の異動に関しては、できる限りの情報収集に努めた上で異動先を決定しているとのことだが、当事者が実際に行ってみたら、通勤が困難だったというケースが今後出るのでは、という懸念は依然として払拭できていないと感じた。我々が要求する内示の前倒しのほか、例えば平日であっても実地訓練を職専免等で認める等、「合理的配慮」のあり方について、今後も検討をしていただきたい。
　また、会計年度任用職員の更新上限については、他の自治体の多くで廃止しているにもかかわらず、本県では制度を維持していることに、当事者や多くの所属が納得していないし、「一刻も早く改善してほしい」との声が寄せられている。
これらの残された課題については、引き続き春季要求交渉でも議論していく。
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